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令和２年度「学校いじめ防止基本方針」 
 

                             学校番号 
                               

 

 

 

１ 本校におけるいじめ防止等のための目標 
  現在、学校教育において、「いじめ問題」は生徒指導上の喫緊の課題となっている。
さらに、近年の急速な情報技術の発展によるＳＮＳの書き込みやインターネットへの動
画の投稿など、新たな「いじめ問題」が生じ、ますます複雑化、潜在化する様相を見せ
ている。 

   本校では、障がいの特性上常時見守りや支援を行うことから、マン・ツー・マンに近
い体制で指導を行っているため、校内でのいじめは起こりにくいと考えられる。しかし、
いじめはいつ、どこで起こるかわからない。本校にも携帯電話やスマートフォンを利用
している児童生徒がいるので、情報機器を使ったいじめが起こる可能性がある。 

  そこで、全教職員がいじめ問題に取り組む基本姿勢について確認し、学校が一丸とな
って組織的に対応することができるように「いじめ防止基本方針」を作成した。そして、
以下のいじめに関する基本的考えを基に、いじめのない、明るく楽しい学校を作るため
に邁進したい。 

（１）いじめの定義 
      「いじめ」とは、「当該児童生徒と一定の人間関係にある他の児童生徒が行う心理 

的又は物理的な影響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む）で 
あって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。 

   なお、起こった場所は、学校の内外を問わない。 
   個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、

いじめられた児童生徒の立場に立って行うものとする。 
（２）いじめの基本認識 
      ①いじめは、どの子にも、どの学校にも起こり得るものである。 
      ②いじめは、人権侵害であり、人として決して許される行為ではない。 
      ③いじめは、大人には気付きにくいところで行われることが多く、発見しにくい。 
      ④いじめは、いじめられる側にも問題があるという見方は間違っている。 
      ⑤いじめは、その行為の態様により、暴行、恐喝、強要等の刑罰法規に抵触する。 
      ⑥いじめは、教職員の児童生徒観や指導の在り方が問われる問題である。 
      ⑦いじめは、家庭教育の在り方に大きなかかわりを持っている。 
      ⑧いじめは、学校（寄宿舎）、家庭、地域社会などすべての関係者がそれぞれの役 

割を果たし、一体となって取り組むべき問題である。 
（３）いじめ防止のための基本姿勢 
      ①いじめを許さない、見過ごさない雰囲気作りに努める。 
      ②児童生徒一人一人の自己有用感を高め、自尊感情を育む教育活動を推進する。 
      ③いじめの早期発見のために、さまざまな手段を講じる。 

  学 校 名 

   
福岡県立福岡特別支援学校 

課程又は 

教育部門 

 

  

全日制（肢体不自由） 

特６ 
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      ④いじめの早期解決のために、当該児童生徒の安全を保障するとともに、関係機 
     関や専門家と協力して、解決にあたる。 
      ⑤学校（寄宿舎）と家庭及び専門家と協力して、事後指導にあたる。 
 
２ いじめの未然防止（未然防止のための取組等） 
（１）学校全体として 
       ①いじめは、いじめる側の問題であるという共通理解を図る。 
       ②教育相談活動の充実と全教育活動を通した積極的生徒指導の展開を図る。 
       ③家庭・地域・関係諸機関との連携を深める。 
（２）教職員として 
       ①感性を磨く。 
         児童生徒と同じ目線で物事を考え、場を共にすることで、子どもたちの些細な 

言動から個々の置かれた状況や精神状態を推し量ることができる感性を磨いて 
いく。 

       ②受容の姿勢を貫く。 
         児童生徒の話を最後まで傾聴し、不安や悩みを受け止め、問題解決に向けて粘
     り強く対応する。 
       ③信頼関係を築く。 
         児童生徒～教師、児童生徒～児童生徒の信頼関係を築くために教師が良きモデ
     ルになる。 
       ④環境を整える。 
         個性を認め合い、いじめは許さないホームルーム（学級）作りを行う。安心し

て生活できる心の居場所としてのホームルーム（学級）作りに努める。 
     楽しくわかる授業を展開し、自信とやる気を引き出す。 
       ⑤連携を図る。 
         日頃から互いに学級経営や授業、生徒指導等について、尋ねたり、相談したり、
     気軽に話ができる雰囲気を作り、一人で抱え込まず、教師間で連携・協力して
     問題解決にあたる。 
       ⑥誠実に対応する。 
         児童生徒や保護者、地域の声に誠実に応える。 
（３）具体的取組 
       ①朝の挨拶運動・・・・・・学期２回（中学部：６月、１０月、１月 

高等部：７月、１１月、２月） 
       ②人権学習・・・・・・・・年２回 
       ③交流及び共同学習・・・・各学部、寄宿舎で年１回～４回 
       ④授業参観・・・・・・・・年２回 
       ⑤授業研究・・・・・・・・各教科等で年１回 
       ⑥職員研修・・・・・・・・年３回 ①人権教育研修（７月） 
                     ②いじめ問題に関する対応研修（７月） 
                     ③スクールカウンセラーによる研修（７月） 
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３ いじめの早期発見（いじめの兆候を見逃さない・見過ごさないための 
 取組等） 
（１）基本的考え方 
      学校及び寄宿舎生活全般の児童生徒の様子に目を配り、変化を見逃さない。早期発 

見のためのチェックポイントを参照し、定期的（月に１回）にチェックする。 
（２）いじめの早期発見のための措置 
      スクールカウンセラーによる教育相談（毎月）や相談ポストの活用（毎日確認）、

連絡帳等での情報収集を行う。また、他の教職員や保護者からの情報にも留意する。
さらに、学校･寄宿舎生活アンケート（学期に１回～２回）やいじめ調査アンケート
（学期に２回）を実施し、児童生徒を客観的に理解する。 

  ＜いじめ調査などの具体的取組＞ 
     ①チェックリストによる確認・・・・月１回 
     ②教育相談・・・・・・・・毎月（スクールカウンセラーによる教育相談） 
     ③相談ポスト・・・・・・・毎日確認 
     ④学校･寄宿舎生活アンケート・・学期１～２回（４月、６月、９月、１１月、２月） 
  ⑤いじめ調査アンケート・・学期２回（５月、７月、１０月、１２月、１月、３月） 
 
４ いじめに対する措置（発見したいじめに対する対処（ネット上のいじ 
 めを含む）） 
（１）基本的考え方 
      ①正確な実態把握をする。 
        ア）当事者双方、周りの児童生徒から聞き取りを行い、記録する。 
        イ）個々に聞き取りを行う。 
        ウ）関係教職員と情報を共有し、正確に把握する。 
        エ）一つの事象にとらわれず、いじめの全体像を把握する。 
        オ）いじめの認知は特定の教職員のみによることなく、｢いじめ防止対策委員 
      会｣で行う。 
    カ）けんかやふざけ合いであっても、見えないところで被害が発生している場 
      合もあるため、背景にある事実の調査を行い、児童生徒の感じる被害性に 
      着目し、いじめに該当するか否かを判断するものとする。 
    キ）心理的又は物理的な影響があると思われる行為を受けているにもかかわら

ず、心身の苦痛を感じない者や心身の苦痛を感じていても、周囲の反応を恐
れて、いじめられていることを表出できない者もいることに配慮し、個々の
児童生徒理解に務め、様々な変化をとらえて、適切に対応する。 

    ク）インターネットや携帯電話等を利用したいじめに対して適切に対応する。 
      ②指導体制及び方針を決定する。 
        ア）「いじめ防止対策委員会」を招集し、指導のねらいを明確にするとともに、 
        対応する教職員の役割分担を考える。 
        イ）すべての教職員の共通理解を図る。 
        ウ）教育委員会、関係機関との連携を図る。 
      ③児童生徒への指導・支援を行う。 
        ア）いじめられた児童生徒を保護し、心配や不安を取り除く。 
        イ）いじめた児童生徒に相手の苦しみや痛みに思いを寄せる指導を十分に行う 
        中で、「いじめは絶対に許されない」という人権意識を持たせる。 
      ④保護者との連携を十分にとる。 
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        ア）直接会って、事実確認をするとともに、具体的な対策を説明する。 
        イ）協力を求め、今後の学校・寄宿舎との連携方法を確認する。 
      ⑤今後の対応 
        ア）継続的に指導や支援を行う。 
        イ）養護教諭やカウンセラー等の活用も含め、心のケアを行う。 
        ウ）心の教育の充実を図り、一人一人が大切にされる学校（寄宿舎）作りに努 

める。 
（２）いじめの発見･通報を受けたときの対応 
 
   

 日常の観察・アンケート・教育相談・児童生徒の訴え等の情報  

   

 情報を得た教職員  

 

 担任・学部主事、担当・寮務主任等  

 

 生徒指導主事  副校長・教頭  校長  

 

 いじめ防止対策委員会               招集・指揮 

         適宜連絡  

 報告・共通理解  保護者  

 

 職 

員 

会 

議 

 報告   調査方針・分担決定             報告・支援 

 県教育委員会  

 共通 

 理解 

調査班編成（事案の状況による）  

 

 報告・事実関係の把握  

 

 指導方針の決定・指導体制の編成  

 

 対応班編成（事案の状況による）  

 

 学校だけで解決が困難な場合  

 対応班による指導     連絡・相談 

   警察  

 いじめ解消            支援 

   関係機関（児童相談所等）  

 継続指導・経過観察  

 

 再発防止・未然防止活動  
 

 

（３）いじめられた児童生徒又はその保護者への支援 
       ①いじめられた児童生徒に対して 
         ア）事実確認とともに、つらい今の気持ちを受け止め、共感することで心の安 
        定を図る。 
         イ）「最後まで守り抜くこと」「秘密を守ること」を伝える。 

いじめの疑い

のある事案を

把握した段階

で、県教育委

員会へ管理職

から電話で第

一報を行う 

 

教職員がいじめの情報を学校内で情報共有しないことは、
法の規定に違反しえることである。そのようなことが起こ
らないように、職員研修会で早期対応の重要性について周

知する。また、職場で話しやすい環境作りに努める。 
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         ウ）必ず解決できるという希望を持たせる。 
         エ）自信を持たせる言葉をかけるなど、自尊感情を高めるよう配慮する。 
       ②いじめられた児童生徒の保護者に対して 
         ア）発見したその日のうちに、家庭訪問等で保護者に面談し、事実関係を伝え 
        る。 
         イ）学校の指導方針を伝え、今後の対応について相談する。 
         ウ）保護者のつらい気持ちや不安な気持ちを共感的に受け止める。 
         エ） 継続して家庭と連携をとりながら、解決に向かって取り組むことを伝える。 
         オ）家庭で子どもの変化に注意してもらい、どのような些細なことでも相談す 
        るようにお願いする。 
（４）いじめた児童生徒への指導又はその保護者への助言 
       ①いじめた児童生徒に対して 
         ア）いじめた気持ちや状況などについて十分に聞き、児童生徒の背景にも目を 
        向けて指導する。 
         イ）心理的な孤立感、疎外感を与えないようにするなど一定の教育的配慮のも 
        と、毅然とした対応と粘り強い指導を行い、いじめが人として決して許さ 
       れない行為であることやいじめられる側の気持ちを認識させる。 

       ②いじめた児童生徒の保護者に対して 
         ア）正確な事実関係を説明し、いじめられた子どもや保護者のつらく悲しい気 
       持ちを伝え、よりよい解決を図ろうとする思いを伝える。 

         イ）「いじめは決して許されない行為である。」という毅然とした姿勢を示し、 
        事の重大さを認識させ、家庭での指導をお願いする。 
         ウ）子どもの変容を図るために、今後のかかわり方などを一緒に考え、具体的 
       な助言をする。 
（５）いじめが起きた集団への働きかけ 
       ①周りの児童生徒に対して 
         ア）当事者だけの問題にとどめず、学級及び学年、学部、寄宿舎など学校全体 

の問題として考え、いじめの傍観者からいじめを抑止する仲裁者への転換 
を促す。 

         イ）「いじめは決して許さない。」という毅然とした姿勢を学級及び学年、学 
       部、寄宿舎など学校全体に示す。 

         ウ）はやし立てたり、見て見ぬふりをする行為もいじめを肯定していることを 
       理解させる。 

         エ）いじめを訴えることは、正義に基づいた勇気ある行動であることを理解さ 
       せる。 

         オ）いじめに関するマスコミ報道や体験事例等の資料をもとにいじめについて 
       話し合い、自分たちの問題として意識させる。 

       ②周りの児童生徒の保護者に対して 
         ア）誤った情報の流出や情報の錯綜などが生じないよう、十分な対応及び配慮 
       を行う。 

         イ）説明会等を実施する必要がある場合は、期間を置かず早急に行い、学校へ 
       の不信感が生じないよう十分配慮する。 
（６）ネット上のいじめへの対応 
       ①未然防止のために児童生徒に理解させるポイント 
         ア）発信した情報は、多くの人にすぐに広まること。 
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         イ）匿名でも書き込みをした人は、特定できること。 
         ウ）違法情報や有害情報が含まれていること。 
         エ）書き込みが原因で、思わぬトラブルを招き、被害者の自殺だけでなく、傷 
       害など別の犯罪につながる可能性があること。 

         オ）一度流出した情報は、簡単には回収できないこと。 
       ②未然防止のために保護者に伝えるポイント 
         ア）パソコンや携帯電話等を第一義的に管理するのは家庭である。 
         イ）フィルタリングを必ず行う。 
         ウ）危険から守るためのルール作りを行う。 
         エ）インターネットへのアクセスは、「トラブルの入り口に立っている」と認 
       識する。 

         オ）「ネット上のいじめ」は、子どもたちに深刻な影響を与えることを認識す 
       る。 

         カ）メールを見たときの表情の変化など、小さな変化に気付いたら躊躇なく問 
       いかけ、即座に学校に相談すること。 

       ③書き込み等の削除の手順 
 

  ネット上のいじめを発見 児童生徒・保護者からの相談  

 

 

 

     Ⅰ 
  書き込みの確認 

  ・掲示板のアドレスを記録 

  ・書き込みをプリントアウト 

・携帯電話の場合は、デジタルカメラで撮影など 

 

 

 

 Ⅱ   掲示板の管理人に削除依頼    Ⅱにより削除されなかった場合 

  管理人の連絡先が不明の場合 

 

 

 

 

                                                          Ⅲ 

  Ⅱ・Ⅲの方法でも削除されない場合   掲示板のブロバイダに削除依頼 

 

 

 

        Ⅳ 
  削除依頼メールの再確認 

  警察へ相談 

  法務局、地方法務局に相談 

 

 

 

 

 削除確認、児童生徒・保護者への説明 
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（７）いじめの解消 

   いじめは、単に謝罪をもって安易に解消とすることはできない。いじめが「解消し
ている」状態とは、少なくとも次の２つの要件が満たされている必要がある。ただし、
これらの要件が満たされている場合であっても、必要に応じ、他の事情も勘案して判
断するものとする。 

   いじめの解消についての判断は、いじめ防止対策委員会で次の２つの要件が満たさ
れているか審議した結果を受けて、校長が判断する。 

   ①いじめに係る行為が止んでいること 

    ア）被害児童生徒に対する心理的又は物理的な影響を与える行為（インターネッ
トを通じて行われるものを含む。）が止んでいる状態が相当の期間継続して
いること。この相当の期間とは、少なくとも３ヶ月を目安とする。ただし、
いじめの被害の重大性等からさらに長期の期間が必要とされると判断され
る場合は、この目安にかかわらず、学校の設置者またはいじめ防止対策委員
会の判断により、より長期の期間を設定する。 

    イ）学校の教職員は、相当の期間が経過するまでは、被害・加害児童生徒の様子
を含め状況を注視し、期間が経過した段階で判断を行う。行為が止んでいな
い場合は、改めて、相当の期間を設定して状況を注視する。 

   ②被害児童生徒が心身の苦痛を感じていないこと 

    ア）いじめに係る行為が止んでいるかどうかを判断する時点において、被害児童
生徒がいじめの行為により心身の苦痛を感じていないと認められること。被
害児童生徒本人及びその保護者に対し、心身の苦痛を感じていないかどうか
を面談等により確認する。 

       

上記のいじめが「解消している」状態とは、あくまで、一つの段階に過ぎず、「解 

消している」状態に至った場合でも、いじめが再発する可能性が十分にあり得ること 

を踏まえ、教職員は、当該いじめの被害児童生徒及び加害児童生徒については、日常 

的に注意深く観察する必要がある。 

 
 ５ 重大事態への対処（いじめ防止対策推進法・第２８条関係） 

     重大事態とは、次に掲げる場合をいう。 
       １ いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害
     が生じた疑いがあると認めるとき。 
    ２ いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを
     余儀なくされている疑いがあると認めるとき。 
        ○「いじめにより」とは、上記１、２に規定する児童生徒の状況に至る要因が当

該児童生徒に対して行われるいじめにあることをいう。 
        ○「生命、心身又は財産に重大な被害」については、いじめを受ける児童生徒の

状況に着目して判断する。 
            ・児童生徒が自殺を企図した場合 
            ・身体に重大な傷害を負った場合 
            ・金品等に重大な被害を被った場合 
            ・精神性の疾患を発症した場合 などのケースが想定される。 
        ○「相当の期間」については、不登校の定義を踏まえ、年間３０日を目安とする。

ただし、児童生徒が一定期間、連続して欠席しているような場合には、上記目
安にかかわらず、迅速に調査に着手することが必要である。 
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        ※「いじめ防止対策推進法第２８条」及び「いじめの防止等のための基本的な方
     針」から抜粋 
（１）重大事態の発生と調査 
      ①重大事態が発生した場合、直ちに教育委員会（県知事）に報告する。 
      ②教育委員会と相談の上、当該事案に対処する組織を設置する。 
      ③上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。 
        ・聞き取り調査（いじめられた児童生徒及び在籍児童生徒、教職員、保護者等） 

        ・質問紙調査（在籍児童生徒、教職員） 
（２）調査結果の提供及び報告 
      ①調査結果については、教育委員会（県知事）に報告する。 

②いじめられた児童生徒の保護者に対し、調査の組織、方法、方針、経過及び事 
実関係等を適時・適切な方法で提供する。 

      ③調査結果には、今後の同種の事態防止策や上記保護者の調査結果に対する所見
    を含める。 
 
６ いじめの防止等の対策のための組織 
（１）組織の名称  いじめ防止対策委員会 
（２）いじめ防止対策推進法・第２２条に係る組織の役割と機能 
      ①学校いじめ防止基本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・

検証・修正の中核としての機能を持つ。 
      ②いじめの相談・通報の窓口としての役割を担う。 
      ③いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録 
    共有を行う役割を担う。 
      ④いじめの疑いに関する情報があった時には、緊急会議を開いて、いじめの情報の
     迅速な共有、関係のある児童生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応
    方針の決定と保護者との連携といった対応を組織的に実施するための中核とし
    ての役割を担う。 
      ⑤学校基本方針等について地域や保護者の理解を得ることで、地域や家庭に対して、

いじめの問題の重要性の認識を広めるとともに、家庭訪問や学校通信などを通じ
て家庭との緊密な連携協力を図る役割を担う。 

（３）いじめ防止対策推進法・第２８条【重大事態】に係る調査のための組織の役割と機能 
      ①当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行う。 
      ②「事実関係を明確にする」とは、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、い

つ（いつ頃から）、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ
背景事情や児童生徒の人間関係にどのような問題があったか、学校・教職員がど
のように対応したかなどの事実関係を、可能な限り網羅的に明確にすることをい
う。なお、この際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的な事実関係を速
やかに調査することに留意する。 

      ③調査は、民事・刑事上の責任追及やその他の争訟等への対応を直接の目的とする
ものでなく、学校が事実と向き合うことで、当該事態への対処や同種の事態の発
生防止を図ることを目的とする。 
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７ 学校評価 
（１）「学校いじめ防止基本方針」に基づく取組を学校評価の項目に位置付ける。 

（２）「学校いじめ防止基本方針」に示す、①いじめの未然防止のための取組②いじめの
早期発見の取組③いじめに対する措置に係る達成目標を設定し、学校評価において
目標の達成状況を評価する。 

（３）評価については、毎月実施の児童生徒指導課会議などにより、各取組の分析・評価
を行う。それらの分析・評価を基に、各学期においていじめ防止対策委員会により
まとめを行う。年度末にはいじめ防止対策員会において１年間の取組について評価
する。その評価結果を踏まえて、いじめの防止等のための取組の改善を図る。 

 

 


